
介護に関すること、相談してみませんか。

◆介護保険のことがわからない。まず一度説明を聞いてみたい。

◆ 介護認定の申請をしたいが、どこでどうしたらいいかわからない。

◆ 足腰が動かしづらくなってきた。リハビリをしたい。

◆ 一人で出かけられず気持ちが沈みがち。

◆ 気分転換の機会を作って元気に暮らしたい。

◆ 玄関に手すりがあったら助かるのに。

◆ 歩行器（車イス）を借りて使いたい。

◆ 転ぶ不安で入浴できない。安心して入浴したい。

◆ 一人暮らしだけど、家事が大変になってきた。

◆ 家族が認知症と診断された。どうやって介護していこう？

◆ 一生懸命介護してきたけれど少し疲れた。休養の相談をしたい。

こんなこと、お悩みではありませんか？

ケアプラン ゆきよし

所在地：新潟市江南区稲葉１−４−３

０25-288-5609

営業時間：月曜〜金曜 8:30〜17:30

（ゆきよしクリニック内）

ケアマネジャーがお話をうかがいます。
その人の生活・人生を尊重し、できるだけ自立した生活を送ることができるよう支援しま
す。その方にとっての「自立とは」を一緒に考え、ご相談させていただきます。
介護保険サービス（状況によっては保険外サービス）を利用することで、日常の困りごと
を解決し、住み慣れたご自宅で自分らしく暮らし続けるためのご相談をさせていただき
ます。



ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方は認定の申請からお手伝いします。

すでに認定をお持ちの方は、具体的なサービス等のご相談をすぐに開始いたします。

相談

利用開始

ケアプランの作成

認定・通知

認定調査

要介護認定の申請

モニタリング

ご本人ご家族の困りごとをご相談ください。

日常の生活動作などについて調査が行われ、どのくらい
の介護が必要なのかを審査されます。

審査結果に基づき、市町村から認定結果が通知されます。

一人ひとりのご要望・状況に合わせたケアプランを作成
します。

ご利用になるサービス事業所の担当者と打合せと契約を
します。

サービス利用開始

市町村の窓口に申請を行うお手伝いをします。

サービス事業所と検討・契約

概ね１カ月に１回、ケアマネジャーがご自宅を訪問し
サービス利用状況や生活のご様子をうかがいます。

ケアマネジャー（介護支援専門員)の役割

ご紹介できるサービス

・訪問介護ヘルパー ・通所介護・地域密着型通所介護（デイサービス）

・訪問看護 ・訪問入浴

・通所リハビリテーション ・訪問リハビリテーション

・短期入所（ショートステイ） ・福祉用具レンタル

・特定福祉用具購入 ・住宅改修

・利用者や家族の相談に応じ、アドバイスをします。

・利用者の要望に沿った介護保険サービス計画書を作成します。

・サービス事業所の選定の相談、利用後の連絡や手配をします。

・認定の申請や更新の手続きを代行します。

・施設入所を希望する人には適切な施設の情報提供を行います。

・医療機関等と連携を図ります。

お手元に介護保険証をお持ちの方は、
ご相談の前にご準備をお願いいたします。
＊６５歳を過ぎると皆さんが一度交付されています。

相談や計画作成の費用の自己負担はありません。
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